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********************************************************************************************* 

[1] 化学物質関係事故、事件関係 

◇[米国] 「原油まみれの魚や鳥」カリフォルニア沖でパイプライン破損か 

＜NHK 2021年 10月 4日＞ https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211004/k10013290111000.html 

アメリカ西部ロサンゼルス郊外のサーフィンの名所として知られる海岸の沖合で、パイプラインの破損が原因と

みられる原油漏れが発生し、海岸線に原油まみれの魚や鳥が打ち上げられる被害が出ています。 

アメリカ西部カリフォルニア州の沖合で 2日、原油が海面に広がっているという情報が、地元のハンティントン

ビーチ市に入りました。 

市によりますと、これまでにおよそ 3000バレルの原油が流出し、アメリカのメディアは、油膜が 30平方キロメ

ートル余りにわたって広がっていると伝えています。 

カー市長は 3日の記者会見で「海岸線の一部は原油で覆われ、原油まみれの魚や鳥が打ち上げられているのを確

認した。生態系に大きな影響が出る可能性がある」と述べ、危機感を示しました。 

原油漏れは、沖合で掘削された原油を運ぶためのパイプラインの破損が原因とみられ、施設を管理する会社では、

パイプラインを閉めたうえで、破損が起きた場所と原因の特定を進めているということです。 

ハンティントンビーチは、ロサンゼルス郊外の太平洋に面した都市で、海岸はサーフィンの名所として知られて

いますが、今回の事態を受けて、市は海岸を閉鎖し、訪れた人に健康上の懸念があるとして、海に入らないよう

呼びかけています。 

-------------------- 

◇その他の事故、事件 

・介護施設やスーパーなどで労災が増加 対策徹底を要請 厚労省 

＜NHK 2021年 9月 29日＞ 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210929/k10013282011000.html?utm_int=detail_contents_news-related_

002 

介護施設やスーパーなどで労災が増加していて、厚生労働省は新型コロナウイルスの感染防止などで業務が増え

たため、転倒などのけがにつながっている可能性があるとして、業界団体に対して対策を徹底するよう緊急の要

請を行いました。 

緊急の要請は三原厚生労働副大臣が、介護施設などの社会福祉施設、スーパーなどの小売業、運送会社などでつ

くる業界団体に対してオンラインで行いました。 

この中で三原副大臣は「新型コロナウイルスの感染防止に取り組んでいると思うが、従業員が安心して働ける環

境をつくることは重要な課題だ」と述べて、対策の徹底を呼びかけました。 

厚生労働省によりますと、去年 1年間に全国の社会福祉施設で働く人が、作業中に死亡したり、4日以上休業し

たりしたのは 1万 1000人余りに上り、前の年よりおよそ 16％増えています。 

ことしはこれを上回るペースで労災が起きていて、介護作業中に腰を痛めたり、転倒したりするケースや、高齢

の労働者の労災が目立っているということです。 

厚生労働省は新型コロナウイルスの感染防止などで業務が増えて、労災の増加につながっている可能性があると

しています。 

要請を受けた業界団体では、職員の研修を行うなど対策に取り組むことにしています。 

[備考] 

・三原副大臣から労働災害が増加傾向にある小売業、社会福祉施設、陸上貨物運送事業の業界団体への協力要請

を行いました 

～労働者が安心して安全に働き続けられる環境づくりの促進に向けて～ 

＜厚生労働省 2021年 9月 29日＞ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21306.html 

―ACSES-NL_2188_20211001 掲載― 
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---------- 

・日大理事、6千万円受領か 医学部病院工事巡る背任事件 

＜共同通信 2021年 10月 5日＞ https://nordot.app/817864248290689024?c=39546741839462401 

 日本大学の医学部付属板橋病院の建て替え工事を巡る背任事件で、日大理事（64）が、外部に不正に流出した

とされる 2億円超のうち約 6千万円を受け取った疑いがあることが 4日、分かった。東京地検特捜部は、理事が

日大に損害を与えた疑惑が強まったとして、詰めの捜査をしているもようだ。 

 日大は昨年 2月ごろ、板橋病院の建て替え工事の設計を都内の設計事務所に二十数億円で発注。理事が役員を

務める関連会社「日本大学事業部」に契約実務を委託した。 

 関係者によると、設計会社から 2億円超が都内の医療コンサルタント会社側に流出し、うち約 6千万円が理事

側の関連会社に渡った疑いがある。 

-------------------- 

◇事故・事件対策、措置、訴訟等 

・石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく指定疾病の認定に係る医学的判定の結果について 

＜環境省 2021年 10月 4日＞ https://www.env.go.jp/press/110031.html 

環境大臣は、石綿による健康被害の救済に関する法律に基づき、(独)環境再生保全機構（以下「機構」という。）

からの申出に対する医学的判定を令和３年 10月４日（月）に行い、判定結果を機構に通知しましたのでお知らせ

します。 

◎医学的判定の結果（別添「石綿健康被害救済法に基づく医学的判定の状況」） 

 医療費等の申請に係る 140件、特別遺族弔慰金等の請求に係る 24件について医学的判定を行いました※１ 。 

 これらのうち、石綿を吸入することにより当該指定疾病にかかったかどうか判定できなかったものについては、

機構から申請者又は医療機関に対して判定に必要な資料の提出を求め、改めて判定を行うことになります。 

※１ うち 63件（医療費等：52件、特別遺族弔慰金等：11件）は、これまでに石綿を吸入することにより当該

指定疾病にかかったかどうか判定できないとされ、機構から申請者又は医療機関に対して判定に必要な資料を求

めていたものについて、改めて判定を行ったものです。 

添付資料 

別添「石綿健康被害救済法に基づく医学的判定の状況」 

   https://www.env.go.jp/press/files/jp/116839.pdf 

---------- 

・建設現場でアスベスト被害 全国電話相談 6日まで 

＜NHK 2021年 10月 4日＞ 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211004/k10013290051000.html?utm_int=detail_contents_news-related_

001 

建設現場などでアスベストを吸い込み、健康被害を受けた人や家族からの相談に、弁護士などが応じる全国一斉

の電話相談会が行われています。 

建設現場でのアスベストによる健康被害をめぐっては、国などの責任を認めた最高裁判所の判決を受けて、裁判

を起こしていない被害者と遺族にも給付金を支給する制度が来年度にも創設されます。 

こうした中、被害を受けた人や家族からの相談に弁護士などが応じる全国一斉の電話相談会が 4日から始まりま

した。 

4日午前中は、建設現場で働いていて肺がんで亡くなった人の遺族から「アスベストの被害かどうか分からない

が不安だ」という相談が寄せられ、弁護士が「専門の医師に記録をみてもらい、アスベストが原因だった場合は

労災や給付金の申請ができる」と説明し、専門の医師を紹介していました。 

弁護士などによりますと、アスベストは吸い込んでから発症までの潜伏期間が数十年と長いため、労災などの申

請もせず支援を受けていないケースも多くあるとみられるということです。 

全国じん肺弁護団連絡会議の鈴木剛事務局長は「埋もれているケースが非常に多いとみられ、建設現場に限らず、

不安がある場合は気軽に相談してほしい」と話していました。 

電話相談は 6日まで行われ、電話番号 0120ー057ー358で、午前 10時から午後 3時まで受け付けています。 
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---------- 

・労災レセプト電算処理システム マスタコード 

＜厚生労働省 2021年 10月 4日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=v0ROQyBFGP98rrctY 

---------- 

・“最強”ハッカーの手口とは～流出した“攻撃マニュアル”に迫る 

＜NHK 2021年 10月 1日＞ 

https://www3.nhk.or.jp/news/special/jiken_kisha/kishanote/kishanote31/?utm_int=detail_contents_speci

al_003 

---------- 

・パラ選手村で起きた自動運転事故 開幕前に分かっていた「課題」 

＜毎日新聞 2021年 10月 4日＞ https://mainichi.jp/articles/20211002/k00/00m/020/157000c 

-------------------- 

□大災害、原発事故対策 

[福島原発事故] 

・福島第一原発 事故後の収束作業 咽頭がんを初の労災認定 

＜NHK 2021年 9月 8日＞ 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210908/k10013250631000.html?utm_int=detail_contents_news-related_

001 

東京電力福島第一原子力発電所の事故後、収束作業などにあたっていて咽頭がんを発症した男性 2人について、

厚生労働省は、がんと業務との因果関係を認め労災と認定しました。原発事故の収束作業をめぐるがんの労災認

定で咽頭がんが認められたのは、これが初めてです。 

労災と認められたのは、東京電力の社員として働いていた 60代の男性と、協力会社で働いていて 40代で発症し、

その後死亡した男性の 2人です。 

厚生労働省によりますと、2人は 2011年 3月の福島第一原発事故のあと、がれきの撤去や放射線量の測定など

原発の構内で収束作業に当たりました。 

しかし、2018年 12月とおととし 1月にいずれも咽頭がんを発症し、労災を申請していました。 

2人の収束作業での被ばく線量はそれぞれ、およそ 85ミリシーベルトと、およそ 44ミリシーベルトに上りま

した。 

専門家などでつくる厚生労働省の検討会は、2人の被ばく線量が事故前と合わせて認定の目安とされる 100ミ

リシーベルトを超えたことなどから、がんとの因果関係を認め、労働基準監督署は今月 6日、労災と認定しま

した。 

原発事故の収束作業をめぐるがんの労災認定で咽頭がんが認められたのは、これが初めてです。 

福島第一原発では事故以降、これまでに 6人の作業員が白血病や甲状腺がん、それに肺がんを発症して労災が

認められています。 

-------------------- 

[大災害対策] 

・令和３年度緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練の実施 

   北海道東北：11月 13日、関東：10月 11日、近畿：12月 4～5日 

＜総務省消防庁 2021年 10月 4日＞ 

https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/5c051a2985fd20cb560e5d48cf1bcb58696e828e.pdf 

 緊急消防援助隊は、阪神・淡路大震災を教訓に平成７年６月に創設され、平成23年東日本大震災、平成30年７月豪雨、

令和元年東日本台風、令和２年７月豪雨、令和３年静岡県熱海市土石流災害など、26年間で計43の災害に出動し、国

民の期待に応えるべく、活動してきたところです。  

消防庁では、緊急消防援助隊の消火・救急・救助技術や指揮・連携活動能力等の向上を図るため、平成８年度から全

国を６ブロックに分け、都道府県及び市町村の協力を得て緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練を実施しています。  

令和３年度は、コロナ禍であってもできる範囲での訓練を計画し、受援都道府県及び被災地消防本部の受援力強化を

図るとともに、近年発生した災害を踏まえた実践的な訓練による災害対応能力の更なる強化を行います。  



ACSES ニュースレター_２１９０_20211005 

 5 

********************************************************************************************* 

[2] [特集] 新型コロナウイルス感染症 

[状況] 

◇省庁発表 

・新型コロナウイルス感染症の患者等の発生について（空港・海港検疫） 

＜厚生労働省 2021年 10月 4日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=M8jCz6zJlHPwIc-hY 

 

・新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について（令和３年 10月４日版） 

＜厚生労働省 2021年 10月 4日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=E-ji74zptFPQAeqBY 

 

・地域ごとの感染状況等の公表について更新しました 

＜厚生労働省 2021年 10月 4日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=E-ji74zptFPQAh2BY 

-------------------- 

[対策・予防] 

◇省庁発表 

・職場での検査に関する一般事業者からの問合せに対応できる医薬品卸売業者等について 

＜厚生労働省 2021年 10月 4日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=U6iir8yp9BOQQlzBY 

---------- 

◇ワクチン、検査薬、治療薬等 

・米メルクのコロナ飲み薬、年内に日本調達へ 軽症者向け特例承認 

＜毎日新聞 2021年 10月 3日＞ https://mainichi.jp/articles/20211003/k00/00m/040/160000c 

 政府は、新型コロナウイルスの軽症者向け治療薬として、米製薬大手メルク社の経口薬（飲み薬）を日本国内

で年内にも特例承認し、調達する方向で同社などと調整に入った。飲み薬タイプの抗ウイルス薬は自宅で服用で

きるなど扱いやすく、ワクチン接種とともに感染対策の切り札となる。今後の調整次第では年内にも国内で流通

する可能性が出てきた。 

 政府関係者によると、年内調達を目指しているのは、メルクが開発する抗ウイルス薬「モルヌピラビル」。ウイ

ルスが体内で増殖するために必要な酵素の働きを阻害する仕組みで、発熱やせきなどの初期症状がある患者が対

象となる。1日 2回、5日間服用することで重症化を防ぐ効果があるとされる。 

---------- 

◇大学等関係 

・広がるオンライン授業 大学から「60単位以下」ルール撤廃求める声 

＜朝日新聞 2021年 10月 3日＞ https://www.asahi.com/articles/ASP9Z6VLWP9SUSPT00W.html 

 全国の国公私立大を対象にした今年度の朝日新聞と河合塾の共同調査では、92%の学長が、オンライン授業の普

及で授業改善が進むと考えていた。各大学ではどのような授業改善が進んでいるのか。共同調査への回答をみる

と、様々な取り組みが進められている。 

  「多くの教員が学習支援システムを利用するようになり、蓄積されるデータで教員が学生の理解度を把握しや

すくなった」と書いたのは九州大だ。その結果、「学生の学びの進度に合わせて授業方法を工夫する、といった改

善につながっている」とした。 

 甲南大は、対面授業を重視するものの、学生の状況に応じて視聴できる「オンデマンド授業」についても「予

習・復習がしやすく、授業の理解が促進される等の利点もある」とした。 

 地方の大学を中心に、遠距離でもつながることができる特徴に期待する声も目立った。関西国際大は「前橋市

から沖縄県までの国内の 6大学 1短大で、コロナ禍をテーマとした教育プログラムを実施した」。さらに「連携協

定を結ぶ海外の大学ともコロナ禍を題材に学生が参加するシンポジウムを開いた」という。 

上智、早稲田は…… 

 上智大は、オンラインで海外… 

----- 
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・保護者の目も気になる？ 大学の授業のオンライン化、教員の刺激に 

＜朝日新聞 2021年 10月 3日＞ https://www.asahi.com/articles/ASP9Z6T90P9SUSPT00V.html 

コロナ禍のもとで一気に広がったオンライン授業は、大学教育に大きなインパクトを与えた。朝日新聞と河合塾

の共同調査への学長からの回答には、オンライン授業に様々な課題を感じながらも、授業内容の改善や大学間連

携の強化につながると期待する声も多かった。 

 共同調査「ひらく 日本の大学」は 2011年から続いている。今年は 6～8月、国公私立の 775大学を対象に実

施。85%に当たる 655大学が回答した。 

大学教育の今後について各学長に尋ねたところ、6項目の選択肢の中で、「そう思う」「ある程度そう思う」が最

多の計 97%に達したのは、「教育の DX（デジタル化による変革）・ICT活用が進む」だった。「教員が授業での ICT

活用の有効性を感じた」「学生の理解度を把握しやすい」との声が多かった。そんな中、鳥取大は「確保できる非

常勤講師など教育人材の地域格差が少なくなる」との期待を示した。 

 「授業改善が進む」も計 92%に達した。尚絅（しょうけい）学院大は「ICT活用、授業外学習の具体的な指示を

含めて、授業内容・方法を全面的に見直す良い機会になっている」とした。また、福岡県のある私立大は「保護

者などに授業を公開せざるを得なくなったことは、教員の大いなる刺激になる」とした。 

 「遠隔システムを利用した他大学（海外の大学も含む）との連携が進む」は計 75%。摂南大は「オンラインで

は時間的にも経済的にも少ない負担で海外と交流できるため、コロナ終息後も一定数は続くのでは」とした。 

 「学生の授業外学修時間がコ… 

----- 

・「ばれたら怖い」 大学のオンライン入試、不正防止の最新技術とは 

＜朝日新聞 2021年 10月 4日＞ https://www.asahi.com/articles/ASPB37598P9QUTIL014.html 

 本格的な大学入試シーズンが近づいてきた。コロナ禍を受け、大学のなかには総合型選抜（旧 AO入試）や学校

推薦型選抜（旧推薦入試）の面接などをオンラインで実施するところも。「カンニング」などの不正行為の予防や

通信トラブルへの対処といった課題に、どう取り組んでいるのか。 

 「サービス内容の問い合わせや、感染が急拡大した場合にオンラインにできるかという相談が大学の担当者か

ら来ています。『オンライン面接は事前準備が大変』『試験中の通信トラブルの対応に悩んでいる』との声をよく

聞きます」 

 大学と契約し、「harutaka（ハルタカ）」というオンライン面接サービスで入試業務を支援する企業「ZENKIGEN

（ゼンキゲン）」（東京）の坂本珠里さんはそう話す。受験生側の接続環境の事前チェック、受験生への連絡、面

接当日の通信トラブル対応、個人情報の扱い、不正防止のための録画など、一連の業務に対応する。 

 もともとは企業の採用面接向けに提供しているサービス。オンライン面接は当日の通信トラブルが課題で、大

学が導入に二の足を踏む理由でもあるが、企業向けサービスの仕組みと蓄積したノウハウを強みとして積極的に

PRしている。 

 「感染予防はもちろん、将来を考えて入試でオンラインを積極的に活用したいという姿勢の大学もある。『入試

はやはり対面が最善』という声もまだ多いですが、今後、少しずつ変わっていくと思います」と坂本さんは語る。 

 駒沢大は 10月 23日の「自己推薦選抜」の 2次試験で、昨年に続き、同社のサービスを使ってオンライン面接

を予定している。 

 地方の学生がコロナ感染や旅費を気にすることなく、受験できるという利点を意識しているという。「昨秋導入

した際は学内に不安視する声もありましたが、混乱なく実施できました。今年は学校推薦型選抜の面接もオンラ

インにします」と担当者は語る。 

 オンライン入試は、カンニングなどの不正行為をどう防ぐかも大きな課題だ。 

オンライン面接で想定される不正行為とは？ 最新の防止策は？ 

 「面接の最中に頭が真っ白に… 

********************************************************************************************* 

[3] 温暖化対策関係 

◇木造の建物が蓄えている CO2量は？ 脱炭素の効果を表示 

＜NHK 2021年 10月 2日＞ 
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https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211002/k10013287521000.html?utm_int=detail_contents_news-related_

006 

林野庁は、木造の建物が二酸化炭素に換算してどれぐらいの炭素を蓄えているのか表示できる指針をまとめまし

た。 

温暖化対策として木造建築を増やすねらいです。 

樹木は成長の過程で大気中の二酸化炭素を吸収し、炭素として貯蔵しています。建物に木材を利用すれば二酸化

炭素を減らすことにつながり、脱炭素に貢献すると期待されています。 

林野庁は木造の建物が二酸化炭素に換算してどれぐらいの炭素を蓄えているのか、簡単に計算して表示できる指

針をまとめました。 

国としては建物の所有者が看板やパンフレットに表示することで消費者の理解が広がり、木造建築を増やし温暖

化対策をはかるねらいがあります。 

東京 銀座で建設が進む木造の 12階建てのビルでは、柱や「はり」など建物の骨組み部分の 2割ほどで合わせて

300立方メートルの木材が使われています。 

建設した会社によりますと、今回の指針に当てはめればおよそ 190トンの二酸化炭素を蓄えている計算になると

いうことです。 

これは、およそ 70世帯が 1年間に排出する二酸化炭素の量と同じです。 

竹中工務店の松崎裕之参与は「指針によって脱炭素の効果を量的に示すことができるようになるので、さらに木

造建築が増えるのではないか」と話していました。 

 

[備考]   ―ACSES-NL_2189_20211004 掲載― 

・「建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン」について 

＜農林水産省 2021年 10月 1日＞ https://www.rinya.maff.go.jp/j/press/mokusan/211001.html 

林野庁は、今般、建築物に利⽤した⽊材の炭素貯蔵量を国民や企業に分かりやすく表示するため、「建築物に利

用した木材に係る炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン」を定めましたので、公表します。 

1.趣旨 

⽊材は、森林が吸収した炭素を貯蔵していることから、国内における⽊材の主な⽤途である建築物等において木

材の利⽤を進めることは 、「都市等における第 2の森林づくり」として、2050年カーボンニュートラルの実現な

ど地球温暖化防止への貢献が期待されています。 

⽊材利⽤の⼀層の促進を通じた地球温暖化防止を図るため、今般、建築物に利⽤した⽊材に係る炭素貯蔵量を国

民や企業にとって分かりやすく表⽰する方法を示したガイドラインを定めましたので、公表します。 

2.ガイドラインの内容 

建築物の所有者、建築物を建築する事業者等が、HWP※の考え方を踏まえて、建築物に利用した木材に係る炭素貯

蔵量を自らの発意及び責任において表示する場合における標準的な計算方法と表示方法を示すものです。 

※ Harvested Wood Products（伐採⽊材製品）の略で、京都議定書第⼆約束期間からパリ協定下において、国内

の森林から伐採・搬出された⽊材を製材、パネルなどとして建築物等に利⽤した場合にその炭素蓄積量の変化量

を温室効果ガス吸収量等として計上できることとされている。 

建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン 

   https://www.rinya.maff.go.jp/j/press/mokusan/attach/pdf/211001-1.pdf 

・「建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」の策定について 

＜農林水産省 2021年 10月 1日＞ https://www.rinya.maff.go.jp/j/press/riyou/211001.html 

---------- 

◇「電動車」二酸化炭素排出量 製造段階から算出 国交省が検討 

＜NHK 2021年 10月 3日＞ 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211003/k10013288691000.html?utm_int=detail_contents_news-related_

003 

脱炭素社会の実現に向けて普及が見込まれる電気自動車などの「電動車」が、製造段階から廃車になるまでどれ
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くらいの二酸化炭素を排出するのか、国土交通省が本格的な検討を始めることになりました。 

脱炭素社会の実現に向けて、政府は 2035年までにすべての新車を「電動車」にするという目標を掲げ、走行中は

二酸化炭素を排出しない電気自動車などの普及を後押しする方針です。 

ただ、電動車は、製造段階から廃車になるまでの、いわゆる「ライフサイクル」全体で、二酸化炭素の排出量を

どのように算出するかが課題として指摘されているため、国土交通省が来年度から本格的な検討を始めることに

なりました。 

この中では、車体やバッテリーなどを作る際の排出量に加え、走行時についても、調達する電力が火力発電か、

それとも再生可能エネルギーによる発電かなどを踏まえて排出量を算出できるよう、研究していくということで

す。 

気候変動に対する危機意識の高まりから、アメリカやヨーロッパ、それに中国などが電動車の普及を進める中、

国土交通省は、二酸化炭素の排出量を総合的に算出する手法をなるべく早期に確立し、日本としてこの分野での

国際的な議論をリードしたい考えです。 

---------- 

◇脱炭素に向け投融資の国際的指針策定へ 20以上の金融機関連携 

＜NHK 2021年 10月 4日＞ 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211004/k10013289551000.html?utm_int=detail_contents_news-related_

002 

完全な脱炭素に向けて、移行段階にある企業やプロジェクトにも融資や投資をしていくための国際的な指針づく

りを、日本の大手金融グループなど 20以上の金融機関が連携して行っていくことになりました。 

世界的に脱炭素に向けた動きが加速し、環境への取り組みなどを重視する「ESG投資」が主流になりつつありま

す。 

一方で完全な脱炭素のエネルギーにすぐには移行できない企業やプロジェクトがアジアには数多く存在し、投資

や融資が止まると経済成長にブレーキがかかる懸念があります。 

こうした中、三菱 UFJ・フィナンシャルグループなどアジアや欧米の 20以上の金融機関は、移行段階のエネルギ

ー案件にも投融資を行っていくための国際的な指針を作っていくことになりました。 

指針では、例えば国ごとに脱炭素に向けて、いつ、どういう技術を導入するのか工程表を用意し、これに沿って

いれば二酸化炭素を排出する事業でも融資できるようにする方向です。 

一方、欧米では二酸化炭素を排出する事業への投融資を厳しく制限すべきだとの意見も根強くあり、新たな指針

が国際的に理解をえられるかが課題となりそうです。 

********************************************************************************************* 

[4] 環境安全関係 

◇化学的酸素要求量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲の一部を改正する

件（環境省国事第 61号） 

   [官報] 令和 3年 10月 5日 号外 第 225号 25～26頁 

   https://kanpou.npb.go.jp/20211005/20211005g00225/20211005g002250025f.html 

○環境省告示第 61号 

 水質汚濁防止法施行規則（昭和四十六年計鈩顰第二号）第一条の五第三項の規定に基づき、化学的酸素要求量

についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲（平成十八年十月環境省告示第百三十

四号）の一部を次のように改正する。 

   令和 3年 10月 5日                         環境大臣  小泉進次郎 

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線

を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以

下「対象規定」という。）は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規

定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄

にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。 
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改 正 後 改 正 前 

一～三 (略) 

別表第一 

整

理

番

号 

業 種 そ

の 他 の

区分 

化学的酸素要求量 備考 

⑴ ⑵ ⑶ 

(ｲ) (ﾛ) (ｲ) (ﾛ) (ｲ) (ﾛ) 

(略) 

221 尿浄化

槽(建築

基準法

施行令

(昭和二

十五年

政令第

三百三

十八号)

第三十

二条第

一項の

表に規

定する

算定方

法によ

り算定

した処

理対象

人員が

501人以

上のも

のに限

る。） 

30 50 30 50 30 50 平成十八

年一月三

十一日以

前に設置

されたも

のであつ

て、第二

欄により

算定した

処理対象

人員が

5000人以

下のもの

(㈢に掲

げるもの

を除く。)

にあって

は、第三

欄の⑴

(ｲ)、⑵

(ﾛ)及び

⑶(ﾛ)の

値は、そ

れぞれ

40、45、

40とす

る。ただ 

し、大阪

湾 及び

これに 

流入する

公 共用

水域に 

排出水を

排 出す

るものに

係るもの

一～三 (略) 

別表第一 

整

理

番

号 

業 種 そ

の 他 の

区分 

化学的酸素要求量 備考 

⑴ ⑵ ⑶ 

(ｲ) (ﾛ) (ｲ) (ﾛ) (ｲ) (ﾛ) 

(略) 

221 尿浄化

槽(建築

基準法

施行令

(昭和二

十五年

政令第

三百三

十八号)

第三十

二条第

一項の

表に規

定する

算定方

法によ

り算定

した処

理対象

人員が

501人以

上のも

のに限

る。） 

30 50 30 50 30 50 平成十八

年一月三

十一日以

前に設置

されたも

のであつ

て、第二

欄により

算定した

処理対象

人員が

5000人以

下のもの

(㈢に掲

げるもの

を除く。)

にあって

は、第三

欄の⑴

(ｲ)、⑵

(ﾛ)及び

⑶(ﾛ)の

値は、そ

れぞれ

40、45、

45とす

る。 
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にあって

は、第三

欄⑶(ﾛ)

の値は、

45とす

る。 

㈡～㈤

（略） 

(略) 

別表第二 (略) 

 

 

 

 

 

 

㈡ ～ ㈤

（略） 

(略) 

別表第二 (略) 

附 則 

１ この告示は、公布の囗から適用する。 

２ 水質汚濁防止法（昭和四十五年法律第百三十八号）第四条の五第一項及び第二項に基づき、都道府県知事が

定める化学的酸素要求量についての総量規制基準の適用の日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増

加する特定排出水の量を除く特定排出水の量に係る Cc、Cco、Cci及び Ccjの値に係る業種その他の区分及びそ

の区分ごとの範囲については、この告示後定められることとなる総量削減基本方針における目標年度の前年度

末までの間は、なお従前のとおりとする。 

---------- 

◇環境影響評価法施行令の一部を改正する政令（政令第 283号） 

   [官報] 令和 3年 10月 4日 特別号外 第 82号 3頁 

   https://kanpou.npb.go.jp/20211004/20211004t00082/20211004t000820003f.html 

あらまし 

◇環境影響評価法施行令の一部を改正する政令（政令第二八三号）（環境省） 

１ 環境影響評価法の対象事業のうち風力発電所の設置の工事の事業又は発電設備の新設を伴う風力発電所の変

更の工事の事業に係る規模要件を、第一種事業については出力が五万キロワット以上であることに、第二種事

業については出力が三万七、五〇〇キロワット以上五万キロワット未満であることに、それぞれ改めることと

した。（別表第一関係） 

２ この政令の施行に伴う所要の経過措置を定めることとした。（附則第二条〜第五条関係） 

３ この政令は、令和三年一〇月三一日から施行することとした。 

 

環境影響評価法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 

御 名  御 璽 

令和 3年 10月 4日                       内閣総理大臣  菅 義偉 

政令第 283号 

環境影響評価法施行令の一部を改正する政令 

内閣は、環境影響評価法（平成九年法律第八十一号）第二条第二項及び第三項並びに第五十六条の規定に基づ

き、この政令を制定する。 

環境影響評価法施行令（平成九年政令第三百四十六号）の一部を次のように改正する。 

別表第一の五の項ワ及びカ中「一万キロワット」を「五万キロワット」に、「七千五百キロワット」を「三万七

千五百キロワット」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この政令は、令和三年十月三十一日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この政令による改正前の環境影響評価法施行令（以下この条及び次条第一項において「旧令」という。）



ACSES ニュースレター_２１９０_20211005 

 11 

別表第一の五の項ワ若しくはカの第二欄に掲げる要件に該当する事業のうちこの政令による改正後の環境影

響評価法施行令（同条第一項において「新令」という。）別表第一の五の項ワ若しくはカの第二欄に掲げる要

件に該当しないもの又は旧令別表第一の五の項ワ若しくはカの第三欄に掲げる要件に該当する事業であって、

この政令の施行前に環境影響評価法（以下「法」という。）第三条の四第一項（法第三条の十第二項の規定に

より適用される場合を含む。）の規定による公表又は法第四条第一項の規定による届出若しくは同条第六項の

規定による通知が行われたものに係る環境影響評価その他の手続については、なお従前の例による。 

第三条 旧令別表第一の五の項ワ若しくはカの第二欄に掲げる要件に該当する事業のうち新令別表第一の五の

項ワ若しくはカの第二欄若しくは第三欄に掲げる要件に該当しないもの又は旧令別表第一の五の項ワ若しく

はカの第三欄に掲げる要件に該当する事業（前条に規定する事業を除く。以下「手続未着手事業」という。）

を令和四年九月三十日までに実施しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、事業の規模、事業

が実施されるべき区域その他の経済産業省令で定める事項及び経済産業省令で定める簡易な方法により環境

影響評価を行った結果を経済産業大臣に書面により届け出なければならない。 

２ 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る手続未着手事業が実施されるべき区域を管轄する都道府県知

事に当該届出に係る書面の写しを送付し、三十日以上の期間を指定して、法（第二章を除く。）の規定による環

境影響評価その他の手続（以下「法定環境影響評価等」という。）が行われる必要があるかどうかについての意

見及びその理由を求めるものとする。 

３ 経済産業大臣は、前項の規定による都道府県知事の意見が述べられたときはこれを尊重して、第一項の規定

による届出の日から起算して六十日以内に、当該届出に係る手続未着手事業について法定環境影響評価等が行

われる必要があるかどうかの判定を行い、当該判定の結果及びその理由を、書面をもって、当該届出をした者

及び前項の都道府県知事に通知するものとする。 

４ 第一項に規定する者は、前項の規定により法定環境影響評価等が行われる必要がない旨の通知が行われるま

では、手続未着手事業（第七項の規定により法第二条第四項に規定する対象事業とみなされたものを除く。）を

実施してはならない。 

５ 第一項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、経済産業大臣に書面により通知することにより、第三項

の規定による判定を受けることなく法定環境影響評価等を行うことができる。 

６ 経済産業大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る手続未着手事業が実施されるべき

区域を管轄する都道府県知事に当該通知に係る書面の写しを送付するものとする。 

７ 第三項の規定により法定環境影響評価等が行われる必要がある旨の通知が行われた手続未着手事業及び第五

項の規定による通知に係る手続未着手事業については、法第二条第四項に規定する対象事業とみなして、法（第

二章を除く。）及び電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）の規定を適用する 

********************************************************************************************* 

[5] 調査、公募、意見募集等 

[公募、意見募集等] 

◇令和３年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業）

の四次公募について 

＜環境省 2021年 10月 4日＞ https://www.env.go.jp/press/110054.html 
---------- 

◇「瀬戸内海環境保全特別措置法施行令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令案」及び「瀬戸内海環

境保全特別措置法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見の募集（パブリックコメント）について 

＜環境省 2021年 10月 4日＞ https://www.env.go.jp/press/110070.html 

********************************************************************************************* 

[6] その他省庁発表 

◇種苗法第十八条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき品種登録及び届出に係る事項を公示する件

（農林水産省告示第 1656号） 

   [官報] 令和 3年 10月 4日 本紙 第 587号 4～5頁 

   https://kanpou.npb.go.jp/20211004/20211004h00587/20211004h005870004f.html 
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---------- 

◇種苗法第四十九条第一項第五号の規定に基づき品種登録を取り消した件（農林水産省告示第 1668～1684号） 

   [官報] 令和 3年 10月 5日 号外 第 225号 7～24頁 

   https://kanpou.npb.go.jp/20211005/20211005g00225/20211005g002250007f.html 

********************************************************************************************* 

[7] 関連会議等の開催案内、記録・報告、資料等 

[開催案内] 

・第 140回労働政策審議会安全衛生分科会   10月 11日 

＜厚生労働省 2021年 10月 4日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=0ygiL0wpdJMQwtZBY 

（１）事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱について 

（２）建設アスベスト訴訟に係る最高裁判決を踏まえた対応について 

（３）第 13次労働災害防止計画の実施状況について 

（４）その他 

・令和３年度第 10回「石綿に係る疾病の業務上外に関する検討会」を開催します   10月８日 

＜厚生労働省 2021年 10月 4日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=C_D695TxrEvIGgyZY 

（１）個別労災請求事案に係る医学的事項について 

（２）その他 

・石綿に係る疾病の業務上外に関する検討会      10月８日 

＜厚生労働省 2021年 10月 4日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=I9jS37zZhGPgMiOxY 

１個別労災請求事案に係る医学的事項について 

２その他 

・生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議（第２回）（厚生科学審議会 再生医療

等評価部会 遺伝子治療等臨床研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会（第２回）） 

   １０月１１日 

＜厚生労働省 2021年 10月 4日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=0ygiL0wpdJMQwtFBY 

＜文部科学省 2021年 10月 4日＞ http://mailmaga.mext.go.jp/c/af7Fac3CgI2esybH 

（１） タスクフォースの検討状況について 

（２） 遺伝子治療等臨床研究に関する指針一部改正に係る今後の検討方針について 

（３） その他 

・生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議（第 2回）（厚生科学審議会 科学技術

部会 医学研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会（第 2回）） 

https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=0ygiL0wpdJMQwtBBY 

・令和３年度「体験の機会の場」と連携した環境教育の研修の開催について（生態系について考える～森の墓苑

での環境教育～）   10月 28日 

＜環境省 2021年 10月 4日＞ https://www.env.go.jp/press/110058.html 

・令和３年度第 15回３R推進全国大会の開催について   10月 20日 

＜環境省 2021年 10月 4日＞ https://www.env.go.jp/press/110048.html 

・産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 電力安全小委員会 電気保安制度ワーキンググループ(第

7回)   10月 13日 

＜経済産業省 2021年 10月 4日＞ 

https://wwws.meti.go.jp/interface/honsho/committee/index.cgi/committee/42486 

1. 電気保安規制に係る制度の枠組みについて 

2. 各電気設備にかかる技術基準及びその審査について 

-------------------- 

[開催記録、報告、資料等] 

・石綿に係る疾病の業務上外に関する検討会（オンライン開催）（令和３年度第９回）議事概要   ９月 10日  

＜厚生労働省 2021年 10月 4日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=P8TOw6DFmH_8LjmtY 

（１）個別労災請求事案に係る医学的事項について 

（２）その他 

・核融合科学技術委員会（第 25回）議事録   6月 24日 
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http://mailmaga.mext.go.jp/c/af7Fac3CgI2esybG 

（1）「第 1回中間チェックアンドレビュー」について：ヒアリング（非公開） 

（2）「第 1回中間チェックアンドレビュー」について：作業方針の検討 

（3）核融合発電に向けた国際競争時代における我が国の取組方針について 

（4）第 11期の活動について（研究計画・評価分科会への報告案） 

********************************************************************************************* 

[8] その他 

◇薬物関係 

・薬物乱用防止に関する情報 

＜厚生労働省 2021年 10月 4日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=i3B6dxRxLMtImoIZY  

-------------------- 

◇その他 

・女性研究者、働きやすい大学に 岐阜大、子育てとキャリアの両立支援 

＜朝日新聞 2021年 10月 4日＞ https://www.asahi.com/articles/ASPB3777ZP9ZOHGB01S.html 

---------- 

・将来に不安「稼ぐ力欲しかった」 研究スキル売買「私大教授」が告白 

＜毎日新聞 2021年 10月 1日＞ https://mainichi.jp/articles/20210930/k00/00m/040/356000c 

 研究者が研究技術を販売するビジネス「研究スキル売買」が広がっている問題で、インターネット上で実験デ

ータなどの分析・解析支援スキルを販売している関東地方の私立大教授を名乗る 40代男性が毎日新聞の取材に応

じた。男性は、大学での自身の将来に不安を感じたといい、「自分で稼ぐ力が欲しかった」と明かした。本業を

おろそかにしていると指摘されることを恐れ、所属大学に副業を申告していないという。 

 男性は 2020年 2月からネット上のスキルマーケットでデータの統計解析を支援するサービスを始め、「大学教

授が支援します」などと依頼を募っている。基本料金は、持ち込まれるデータの分析で 1万円。解析のためプロ

グラムを作る必要がある場合などは、追加料金が 1万円単位で生じる。論文に盛り込むためにデータの意味を説

明する「解釈」を提供する場合は 2万円、報告書などの文書の作成は 5万円以上と設定している。 

 これまでに男性は約 40件のスキルを販売し、得た収入は計約 56万円。依頼 1件当たりの最高の販売金額は 5

万 8000円だという。販売を始めた当初は基本料金を 5000円としていたため、最低金額はスキルマーケットを運

営する仲介業者に支払う手数料を除いた 3625円だった。スキル販売による収入は、自ら確定申告していると説明

した。 

 スキル販売を始めた理由について、男性は「今は安定した収入があるが、… 

******************************************************************* 以上 ******************** 
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